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寒
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

農
業
者
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご
健
勝
の
こ

と
と
思
い
ま
す
。

以
前
、
担
い
手
に
農
地
を
集
積
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
、
こ
の

人
・
農
地
プ
ラ
ン
が「
地
域
計
画
」と
し
て
法
定
化
さ
れ
、

地
域
農
業
の
将
来
の
在
り
方
を
明
確
に
し
た
10
年
後
を

見
据
え
た
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
農
業
者
の
高
齢
化
・
減
少
が
深
刻
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
今
将
来
、
遊
休
農
地
の
発
生
・
農
地
の

荒
廃
を
防
ぐ
た
め
に
今
か
ら
農
地
を
地
域
全
体
で
守
っ

て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
す
。

こ
の
よ
う
に
法
の
改
正
も
あ
り
、
農
業
を
取
り
巻
く

環
境
が
刻
々
と
変
化
す
る
中
で
農
業
委
員
・
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
の
多
様
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

地
域
農
業
の
現
状
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
農
業
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
地
域
の
農
業
を

支
え
地
域
農
業
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
も
、
農
業
委

員
・
推
進
委
員
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
当
市
に
お
い
て
も
市
内
25
地
域
に
お
い
て
地
域
計
画

を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
農
業
者
の
平
均
年
齢
69
歳
と
い
う
現
状
に
お
い
て
、

早
急
に
担
い
手
（
農
業
法
人
）
と
行
政
・
農
業
委
員
会

を
含
め
て
地
域
全
体
で
話
し
合
い
の
場
を
持
っ
て
希
望

あ
る
農
業
の
将
来
像
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
農
業
者
の
皆
さ
ん
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

第二農地部会長
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令
和
７
年
４
月
か
ら
農
地
の
権
利
設
定
は

地
域
計
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づ
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農
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理
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」の
活
用

が
基
本
と
な
り
ま
す

令和 7年 4月以降に農地の貸借や売買等を行う場合は、新制度に移行す
るため、①農地法（第 3条）に基づく許可を得るか、②農地中間管理機構
を通す「農地中間管理事業」を活用するか、どちらかの手続きになります。

「農地中間管理事業」の相談・申請窓口は、現在、合併前上越市は市農政

課、１３区は各総合事務所の農業委員会駐在室としていますが、令和７年

4 月からは、新制度への移行にあわせ、合併前上越市も農業委員会が相談・

申請を受け付けます（13 区はこれまでどおり、各総合事務所の農業委員会

駐在室が相談・申請を受け付けます）。

農地の権利設定の手続き

相談・申請窓口は農業委員会

③農地中間管理事業③農地中間管理事業

②利用権設定等促進事業②利用権設定等促進事業

①農地法 3条①農地法 3条

令和 7年３月３１日まで

※利用権設定等促進事業（基盤強化
法相対契約）は廃止となります

②農地中間管理事業②農地中間管理事業

①農地法 3条①農地法 3条

令和 7年 4月１日以降

継　続継　続

一本化一本化
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農用地を貸したい方又は
農用地を売りたい方
（出し手＝土地所有者）

農用地を借りたい方又は
農用地を買いたい方
（受け手＝農業者）農地集積バンク

農地中間管理機構
（新潟県農林公社）

【業務委託先】
市町村、
農業委員会、
JA,

土地改良区など

農用地の借受
農用地の買入

賃料の支払
売買代金の支払

賃料の徴収
売買代金の徴収

農用地の貸付
農用地の売渡

　農地中間管理事業とは、農地の所有者（出し手）から、地域計画（目標地図）に位置付けられた農
業者（受け手）に対して、農地中間管理機構を通して農地の利用権設定等を行う事業です。
　農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関であり、新潟県では「公益社団法人新潟県農林公
社」が指定を受け、農地中間管理事業などを行っています。

農地中間管理事業活用のメリット

・契約で定めた期日どおりに、機構から賃

料が支払われます。

・原則、全農地を機構に貸し付けた場合、

一定期間、固定資産税が半減されます。

・複数の出し手から農地の権利設定を行う

場合であっても、契約相手は機構のみの

ため、契約手続きや賃料の支払いなどの

手間が省けます。

～農地中間管理事業活用に当たっての留意点～
契 約 期 間
（借入・貸付期間）

・原則、10年以上（10年以下の契約も可能ですのでご相談ください）。
・出し手と受け手の両者の合意が得られた場合は、原則、解約が可能です。

手 数 料
・機構に対し、所定の手数料を支払う必要があります。
・出し手、受け手ともに、設定賃料年額の0.5％＋消費税

※利用権設定に係る手続きが完了するまでに、申請から３か月程度を要する見込みです。

　農地売買等支援事業とは、農地の所有者（売り手）から、地域計画（目標地図）に位置付けられた
農業者（買い手）に対して、農地中間管理機構を通して農地の所有権移転等を行う事業です（農地中
間管理事業と同じ仕組み（上の図のとおり）ですが、この事業は農地中間管理機構の特例事業として
位置づけられています）。
　なお、この事業の買い手は、一定の要件を満たす農業者 となります（3ページを参照）

農地中間管理事業とは？

農地売買等支援事業とは？

　令和７年４月から農地の権利設定の基本となる、農地中間管理機構が実施する
以下の事業の制度内容をお知らせします。

利用権設定（貸借等）➡ 農地中間管理事業
所有権移転（売買等）➡ 農地売買等支援事業
利用権設定（貸借等）➡ 農地中間管理事業
所有権移転（売買等）➡ 農地売買等支援事業
利用権設定（貸借等）➡ 農地中間管理事業
所有権移転（売買等）➡ 農地売買等支援事業
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農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

農
地
が
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
適

正
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

耕
作
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
農
地
は
草
が
茂
り
、
病

害
虫
等
が
発
生
し
や
す
い
た
め
、
隣
接
農
地
の
耕
作

者
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。
所
有
者
の
自
己

責
任
の
も
と
、
農
地
の
適
正
管
理
や
利
用
に
つ
い
て

考
え
ま
し
ょ
う
。

農地売買等支援事業の主な要件等
項　目 内　　容

所
有
者

(

売
り
手)

農 用 地 ・農業振興地域内の農用地（税制上優遇措置が受けられるのは、農用地区域の農用地のみ）・所有権登記が完了している。抵当権等の権利設定がされていない。

手 数 料 ・買入価格の２. ０％＋消費税（買入協議の場合は２. ５％＋消費税）

農
業
者
（
買
い
手
）

資 格 者 ・個人または農地所有適格法人のうち　　認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者

経営面積 ・機構から売渡しを受けた後の経営面積が、機構が規程に定める基準面積以上

資本装備 ・農業経営の資本整備が適当な水準を満たしている。

団地形成 ・機構から新たに買入れる農地を含め、半径５００ｍ内の耕作面積の合計が「概ね１ha」以上の団地を形成（中山間農業地域は「概ね０. ５ha以上」）

手 数 料 ・売渡価格が８００万円までは０. ８％（８００万円を超えた部分は０. ５％）

農地法第３条に基づく利用権設定（貸借等）・所有権移転（売買等）の手続きは、令和７年
４月以降も引き続き、農業委員会及び各区総合事務所駐在室が相談・申請窓口となります。
また、基盤強化法の相対契約については、令和７年２月１０日まで申請を受け付けますので、

活用を希望される方は、お早めに農業委員会又は各区総合事務所駐在室までお申し出ください
現在契約中の基盤強化法の相対契約については、令和７年４月以降も契約期間が満了を迎え

るまでは、有効です。

・代金は、契約・登記後、速やかに確実に
　支払われます。
・譲渡所得税等の特別控除が受けられます。
機構に売った場合……800万円控除等

所有者（売り手） 農地売買等支援事業のメリット

・買い受け時の税金が軽減されます。
登録免許税……1％に軽減（通常 2％）
不動産取得税……1/3 相当額が控除

農業者（買い手）

※　所有権移転に係る登記は、農地中間管理機構が行います（代位登記）。
なお、機構が所有者から一旦買入れてから農業者への売渡しになりますので、売買に係る
全ての手続きが完了するまでには、申請から４か月以上の期間を要します。
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全国農業新聞を購読しませんか
最新の農業情勢から暮らしに役立つ情報が満載

◆発行日／毎週金曜日  ◆購読料／月額700円（送料、税込）

農業者年金は次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

〔要　件〕
■20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
（保険料納付免除者を除く）又は60歳以上65歳
未満の国民年金の任意加入被保険者

■年間60日以上農業に従事

◇ 税制面で大きな優遇措置があります

◇ 認定農業者等で青色申告をしている方と家族経営協定を結ぶなど一定の
要件を満たせば保険料の国庫補助（政策支援加入）が受けられます

◇「終身」で年金を受給でき、万が一の場合は死亡一時金も受け取れます

「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者が不明な土地が

増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効

利用が妨げられることが懸念されています。

このような状況により、所有者不明土地における「発生予防」の観点から、不動産

登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和 6 年 4 月

1日から義務化されました。（義務化の施行日（令和 6年 4月1日）前に発生した相続に

ついても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。）

また、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼をすることもできますので、

早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。

相続登記の申請が義務化されました
「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者が不明な土地が

相続登記の申請が義務化されました相続登記の申請が義務化されました

農業者年金に加入し安心で豊かな老後を!農業者年金に加入し安心で豊かな老後を!農業者年金に加入し安心で豊かな老後を!

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。


